




















改 正 後 改 正 前 
(６ 法人課税信託の受託者となった旨の届出書) (６ 法人課税信託の受託者となった旨の届出書) 

  

 

法人課税信託の受託者となった旨の届出書 

 ※整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

 

新たに法人課税信託

の受託者となったので

届け出ます。 

本店若しくは主たる

事務所の所在地又は

住 所 若 し く は 居 所 

〒 

 

 

     電話(   )    ―     

納 税 地 

〒 

 

（フリガナ）  

受  託  者  名 
（ 主 宰 受 託 者 ） 

 

（フリガナ）  

法人課税信託の名称 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  ○印 

代 表 者 住 所 

〒 
 
 
     電話(   )    ―     

主宰受託者 

以外の受託

者 

名称又は氏名（フリガナ） 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所 主宰受託者との関係 

 〒  

   

   

設立年月日 令 和   年   月   日 信 託 期 間 
(自)     年      月      日 

(至)       年      月      日 

消費税の適用 課 税 ・ 免 税 一 般 ・ 簡 易 計 算 期 間 
(自)     年      月      日 

(至)       年      月      日 

事

業

の

目

的 

(信託行為等に記載しているもの) 

 

 

 

支

店

・

工

場

等 

名  称 所   在   地 

  

  

  

法 人課税 信託の 

受託者となった形態 

１ 法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合 
２ 信託の併合により効力が生じた法人課税信託である場合 
３ 新規信託分割により効力が生じた法人課税信託である場合 
４ その他(                     ) 

併 合 等 期 日   年  月  日 適格区分 適格 ・ その他 

添

付

書

類 

 

１ 信託行為の写し 

２ その他 

（              ） 
「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無 有 ・ 無 

関 与 
税 理 士 

氏    名  

事務所所在地 
 
 

電話（    ）   － 
 

税 理 士 署 名 押 印   ○印 

 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業種 

番号 

 
    

名 

簿 
 

通信 

日付印 
年   月   日 

確認

印 
   

 
02.06改正 

番 

号 

入 

力 

（

規

格

Ａ

４

） 

法人課税信託の受託者となった旨の届出書 

 ※整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

税務署長殿 

 

新たに法人課税信託

の受託者となったので

届け出ます。 

本店若しくは主たる

事務所の所在地又は

住 所 若 し く は 居 所 

〒 

 

 

     電話(   )    ―     

納 税 地 

〒 

 

（フリガナ）  

受  託  者  名 
（ 主 宰 受 託 者 ） 

 

（フリガナ）  

法人課税信託の名称 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名   

代 表 者 住 所 

〒 
 
 
     電話(   )    ―     

主宰受託者 

以外の受託

者 

名称又は氏名（フリガナ） 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所 主宰受託者との関係 

 〒  

   

   

設立年月日 令 和   年   月   日 信 託 期 間 
(自)     年      月      日 

(至)       年      月      日 

消費税の適用 課 税 ・ 免 税 一 般 ・ 簡 易 計 算 期 間 
(自)     年      月      日 

(至)       年      月      日 

事

業

の

目

的 

(信託行為等に記載しているもの) 

 

 

 

支

店

・

工

場

等 

名  称 所   在   地 

  

  

  

法人 課税 信 託の 

受託者となった形態 

１ 法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合 
２ 信託の併合により効力が生じた法人課税信託である場合 
３ 新規信託分割により効力が生じた法人課税信託である場合 
４ その他(                     ) 

併 合 等 期 日   年  月  日 適格区分 適格 ・ その他 

添

付

書

類 

 

１ 信託行為の写し 

２ その他 

（              ） 
「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無 有 ・ 無 

関 与 
税 理 士 

氏    名  

事務所所在地 
 
 

電話（    ）   － 
 

税 理 士 署 名    

 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業種 

番号 

 
    

名 

簿 
 

通信 

日付印 
年   月   日 確認    

 
03.06改正 

番 

号 

入 

力 

（

規

格

Ａ

４

） 





























































































































































































改 正 後 改 正 前 
(92 特別な償却率の認定申請書) (90 特別な償却率の認定申請書) 

  

特別な償却率の認定申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、漁網、活字に常用されている

金属その他法人税法施行規則（以下単に「法規」といいます｡)第 12 条各号に掲げる資産の減価償却を特別な償却率

により行おうとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 50条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、法規第 12 条各号に掲げる資産の異なるごと、かつ、認定を受けようとする償却率の異なるごと

に、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、当該提出法人の該当する□にレ印を付すとともに、「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者

住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、特別な償却率により減価償却を行おうとする資産の

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる種類、構造又は用途及び細目を記載してください。 

  (4) ｢名称４」欄には、法規第 12条各号に掲げる資産の名称を記載してください。 

  (5) ｢所在する場所５」欄には、その所在する事業場名及びその所在地を記載してください。 

  (6) ｢数量６」、「取得価額７」及び「帳簿価額８」の各欄には、申請書を提出する日の属する事業年度開始の日にお

ける(4)の資産の数量、取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額を記載してください。 

  (7) ｢認定を受けようとする償却率９」欄には、(4)の資産について認定を受けようとする償却率を記載してくださ

い。 

  (8) ｢認定を受けようとする償却率の算定の基礎」欄には、認定を受けようとする償却率の算定の根拠、算出の過程

等を詳細に、かつ、具体的に記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

  (9) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

  (10) ｢※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

  

特別な償却率の認定申請書の記載要領等 

 

 １ この申請書は、単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、漁網、活字に常用されている

金属その他法人税法施行規則（以下単に「法規」といいます｡)第 12 条各号に掲げる資産の減価償却を特別な償却率

により行おうとする場合に使用してください。（法人税法施行令第 50条・第 155 条の６） 

 ２ この申請書は、納税地の所轄税務署長を経由して国税局長に２通提出してください。 

 ３ 申請書の各欄は、法規第 12 条各号に掲げる資産の異なるごと、かつ、認定を受けようとする償却率の異なるごと

に、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、当該提出法人の該当する□にレ印を付すとともに、「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者

住所」及び「事業種目」を記載してください。 

  (3) ｢種類１」、「構造又は用途２」及び「細目３」の各欄には、特別な償却率により減価償却を行おうとする資産の

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる種類、構造又は用途及び細目を記載してください。 

  (4) ｢名称４」欄には、法規第 12条各号に掲げる資産の名称を記載してください。 

  (5) ｢所在する場所５」欄には、その所在する事業場名及びその所在地を記載してください。 

  (6) ｢数量６」、「取得価額７」及び「帳簿価額８」の各欄には、申請書を提出する日の属する事業年度開始の日にお

ける(4)の資産の数量、取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額を記載してください。 

  (7) ｢認定を受けようとする償却率９」欄には、(4)の資産について認定を受けようとする償却率を記載してくださ

い。 

  (8) ｢認定を受けようとする償却率の算定の基礎」欄には、認定を受けようとする償却率の算定の根基、算出の過程

等を詳細に、かつ、具体的に記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

  (9) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して

ください。 

  (10) ｢※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

 





















































































































































改 正 後 改 正 前 
(144 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書) (142 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書) 
  

 

 
適 格 分 割 等 に よ る 先 行 取 得 

土 地等の移転に関す る届出書 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                     業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  
本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     決 算 期  
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代表者住所  
〒 

整 理 簿  

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 
 適格分割等による先行取得土地等の移転について 

                                                      

  租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                                   

                             記 

分 割 承 継 法 人 等 

法 人 名 等  

納 税 地  

代表者氏名   

適格分割等の年月日            令和     年     月     日      

他
の
土
地
等

譲
渡
し
た 

所 在 地  

面 積 ㎡  譲 渡 年 月 日 令和   年   月   日 

先
行
取
得
土
地
等 

所 在 地  

面 積 ㎡  取 得 年 月 日 平成   年   月   日 

取 得 価 額 円  
（帳簿価額を減額した金額の計算に関する明細） 

損金の額に算入される

帳簿価額を減額した金

額 

円  

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名 押 印                                         ○印  

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整理 

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日 付 印 
年 月 日 

確認

印 
 

 
02.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第66条の２第９項 
第68条の85第９項 

 
適 格 分 割 等 に よ る 先 行 取 得 

土 地 等 の 移 転 に 関 す る 届 出 書 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                     業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   

署） 

 

     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代表者住所  
〒 

整 理 簿  

事 業 種 目                        業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 
 適格分割等による先行取得土地等の移転について 

                                                      

  租税特別措置法               の規定により下記のとおり届け出ます。                                   

                             記 

分 割 承 継 法 人 等 

法 人 名 等   

納 税 地   

代表者氏名   

適 格 分 割 等 の 年 月 日            令和     年     月     日      

他
の
土
地
等

譲
渡
し
た 

所 在 地  

面 積 ㎡  譲 渡 年 月 日 令和   年   月   日 

先
行
取
得
土
地
等 

所 在 地  

面 積 ㎡  取 得 年 月 日 平成   年   月   日 

取 得 価 額 円  
（帳簿価額を減額した金額の計算に関する明細） 

損金の額に算入される

帳簿価額を減額した金

額 

円  

(その他参考となるべき事項) 

税 理 士 署 名                                         

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整理 

簿 
 

備 

考 
 

通 信 

日 付 印 
年  月  日 確認  

 
03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第66条の２第９項 
第68条の85第９項 



改 正 後 改 正 前 
(144 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書) (142 適格分割等による先行取得土地等の移転に関する届出書) 

 

適格分割等による先行取得土地  

等の移転に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、租税特別措置法（以

下「措置法」といいます。）第 66条の２第１項又は第 68条の 85 第１項（平成 21年及び平成 22年に土地等の先行取

得をした場合の課税の特例）に規定する先行取得土地等（以下「先行取得土地等」といいます。）に係る届出書を所

轄税務署長に提出している場合に、その先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日後 10

年以内に、その単体法人、連結親法人又はその連結親法人による完全支配関係にある連結子法人の有する他の土地等

の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度に適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（そ

の譲渡の日以後に行われるものに限ります。以下「適格分割等」といいます。）によってその先行取得土地等をその

適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときにおいて、措置法第 66 条の２

第７項又は第 68 条の 85 第７項の規定の適用を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、相手先の名称及び納税地（連結子法人である場合は本店又は主たる事務所の所

在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢適格分割等の年月日」欄には、適格分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢譲渡した他の土地等｣の各欄には、措置法第 66 条の２第７項又は第 68 条の 85 第７項の規定の適用を受けよう

とする他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡年月日をそれぞれ記載してください。 

(6) ｢先行取得土地等｣の各欄には、既に所轄税務署長に提出している「平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取

得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書」に記載された先行取得土地等の所在地、面積及びその取得価

額並びにその取得年月日をそれぞれ記載してください。 

(7) ｢損金の額に算入される帳簿価額を減額した金額｣の各欄には、措置法第 66条の２第７項又は第 68条の 85 第７

項の規定により損金の額に算入される金額（帳簿価額を減額した金額）及びその金額の計算に関する明細をそれ

ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(8) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に 基 づ き 税 務 署 長 等 に 申 請 書 等 を 提 出 す る 場 合 に は 、 申 請 書 等 の 「 法 人 名 等 」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
適格分割等による先行取得土地  

等の移転に関する届出書の記載要領等 

 

 １ この届出書は、法人である単体法人(連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親法人が、租税特別措置法（以

下「措置法」といいます。）第 66条の２第１項又は第 68条の 85 第１項（平成 21年及び平成 22年に土地等の先行取

得をした場合の課税の特例）に規定する先行取得土地等（以下「先行取得土地等」といいます。）に係る届出書を所

轄税務署長に提出している場合に、その先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日後 10

年以内に、その単体法人、連結親法人又はその連結親法人による完全支配関係にある連結子法人の有する他の土地等

の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度に適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（そ

の譲渡の日以後に行われるものに限ります。以下「適格分割等」といいます。）によってその先行取得土地等をその

適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときにおいて、措置法第 66 条の２

第７項又は第 68 条の 85 第７項の規定の適用を受けようとする場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この届出書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載します。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢分割承継法人等」の各欄には、相手先の名称及び納税地（連結子法人である場合は本店又は主たる事務所の所

在地）並びに代表者の氏名を記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(4) ｢適格分割等の年月日」欄には、適格分割等の年月日を記載してください。 

(5) ｢譲渡した他の土地等｣の各欄には、措置法第 66 条の２第７項又は第 68 条の 85 第７項の規定の適用を受けよう

とする他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡年月日をそれぞれ記載してください。 

(6) ｢先行取得土地等｣の各欄には、既に所轄税務署長に提出している「平成 21 年及び平成 22 年に土地等の先行取

得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書」に記載された先行取得土地等の所在地、面積及びその取得価

額並びにその取得年月日をそれぞれ記載してください。 

(7) ｢損金の額に算入される帳簿価額を減額した金額｣の各欄には、措置法第 66条の２第７項又は第 68条の 85 第７

項の規定により損金の額に算入される金額（帳簿価額を減額した金額）及びその金額の計算に関する明細をそれ

ぞれ記載してください。 

     なお、記載しきれない場合には、別紙に記載して添付してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して

ください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 ５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に 基 づ き 税 務 署 長 等 に 申 請 書 等 を 提 出 す る 場 合 に は 、 申 請 書 等 の 「 法 人 名 等 」

の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。   

































































































































































































改 正 後 改 正 前 
(217 付表１(通算親法人となる法人の主要株主等の状況)) (217 付表１(通算親法人となる法人の主要株主等の状況)) 

 

                                             

「付表１（通算親法人となる法人の主要株主等の状況）」の記載要領 

                                         

   

この付表１（通算親法人となる法人の主要株主等の状況）は、通算親法人となる法人の法人税法施行規則第 27 条の 16 の８第１項第３号

に規定する申請時における主要な株主等の氏名等及び保有株式数等の事項を記載する場合に使用してください。 

 なお、「通算親法人となる法人の主要株主等の株式数等」欄は、発行済株式の総数又は出資の総額に対する保有株式数又は出資金額の多い

上位 10 株主等に係る氏名等を記載してください。 

 （注） この付表１は、「グループ通算制度の承認の申請書（兼）e-Tax による申告の特例に係る届出書（初葉）」に添付してください。 
 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長等に

申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記

載してください。 
 

 
 (新 設) 
 

 







改 正 後 改 正 前 
(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

  
 (新 設) 
 

 

完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類 

及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類 

e-Tax による申告の特例に係る届出書（初葉） 
 

※ 整 理 番 号 
 

※通 算 グ ル ー プ 整 理 番 号  

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

     税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 

 

  電話（    ）   －     
□
通
算
親
法
人
と
な
る
法
人 

□
通
算
親
法
人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  

□ 法人税法施行令第 131条の 12第３項の規定に基づき、完全支配関係を有することとなった旨を記載した書
類を提出します。 
また、法人税法第 75 条の４第１項及び地方法人税法第 19 条の３第１項に規定する特定法人に該当し、納

税申告書について e-Taxによる申告を行う必要があるので届け出ます。 

□ 法人税法第 14条第８項（グループ通算制度への加入時期の特例）の規定の適用を受けたいので、その旨を
記載した書類を提出します。 

完 全 支 配 関 係 の 区 分 

□ 完全支配関係を有することとなった日又は特例決算期間の末
日の翌日から効力が生ずる場合 
法人税法第 64条の９第 11項（同条第 13項） 

 
□ 申請特例年度において完全支配関係を有することなった場合 

法人税法第 64条の９第 12項（同条第 13項） 

完全支配関係を有することとなった日 
（ 加 入 日 ） 

令和  年  月  日 

グループ通算制度への加入時期の特例 

の 適 用 を 受 け る 場 合 

加 入 日 の 前 日 の 属 す る 
特 例 決 算 期 間 

初日令和  年  月  日 
末日令和  年  月  日 

加入日の前日から特例決算 
期間の末日までの期間内の日の
属 す る 各 適 用 後 事 業 年 度 

自令和  年  月  日 
至令和  年  月  日 
自令和  年  月  日 
至令和  年  月  日 

通算子法人最初通算事業年度 
自令和  年  月  日 
至令和  年  月  日 

通

算

子

法

人

と

な

る

法

人 

（フリガナ）  

※

税

務

署

処

理

欄 

署 名  

法 人 名 等  

整理番号  

納 税 地 

〒 

 

 電話（    ）    －      
部 門  

（フリガナ）  
決 算 期  

代 表 者 氏 名  

備 考 

 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額 

                  円 

発行済株式等の状況 付表２（発行済株式等の状況）のとおり 

□ 法人税法第 14条第８項第１号に規定する「他の内国法人」 

 
税 理 士 署 名                                                                            

  
※税務署 

処理欄 

部

門 
 

決算

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

入

力 
 

備

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

適用 

状態 

１通算申請中 

２通算承認 

３取りやめ 

確認  

（
規

格

Ａ

４

） 

加
入 



改 正 後 改 正 前 
(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

 

「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び 

グループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」 

「e-Tax による申告の特例に係る届出書」の記載要領(1) 

 

１ この書類（初葉及び次葉）は、次に掲げる区分によりその旨を記載した書類を提出する場合に使用してください。 

  なお、通算子法人となる法人ごとに作成してください。 

 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類を提出する場合 

通算子法人となる法人が、通算親法人又は通算親法人となる法人との間に当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人による完全

支配関係（法人税法第 64 条の９第１項に規定する政令で定める関係に限ります。以下同じです。）を有することとなった場合（令 131

の 12③） 

◇提 出 法 人 ：当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人 

◇提 出 期 限 ：完全支配関係を有することとなった日（以下「加入日」といいます。）（加入日がグループ通算制度の承認の申請書（兼）

e-Tax による申告の特例に係る届出書を提出した日前である場合には、その申請書を提出した日）以後遅滞なく 

◇提 出 先：当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人の納税地の所轄税務署長 

◇提 出 部 数 ：３通 

◇添 付 書 類 ：① 出資関係図（この書類の提出時における通算子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図） 

② グループ一覧（この書類の提出時における通算親法人となる法人及び全ての通算子法人となる法人等を記載した

一覧表） 

（注） 「グループ通算制度の承認の申請書（兼）e-Tax による申告の特例に係る届出書（次葉）」の裏面の記載要領

(2)の「５ 添付書類の作成例」を参考にしてください。 

 グループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類を提出する場合 

  通算子法人となる法人が、通算親法人事業年度又は申請特例年度（法人税法第 64 条の９第７項の規定の適用を受けてグループ通算制

度の適用を受けようとする最初の事業年度をいいます。）の中途において通算親法人又は通算親法人となる法人との間に当該通算親法人

又は当該通算親法人となる法人による完全支配関係を有することとなった場合でグループ通算制度への加入時期の特例の適用を受ける

場合（法 14⑧） 

 ※ 既に提出された「グループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」にその名称が記載された法人は、改めてこ

の書類を提出することはできません。 

◇提 出 法 人 ：当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人 

◇提 出 期 限：当該通算子法人となる法人のこの特例の適用がないものとした場合の加入日の前日の属する事業年度に係る確定申告書

の提出期限となる日 

◇提 出 先：当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人の納税地の所轄税務署長 

◇提 出 部 数 ：１通（当該通算親法人又は当該通算親法人となる法人が調査課所管法人である場合は２通） 

 

上記(2)の書類の提出に当たっては、完全支配関係を有することが前提となるため、(1)の書類と同時又は(1)の書類の提出後(2)の書類

の提出期限までに提出する必要があります。 

なお、同時に提出する場合は、書類（初葉）の標題の両方の□にレ印を付して３通提出してください。 

 

２ 各欄の記載要領 

 書類（初葉）の上欄の「提出法人」、「納税地」、「法人名等」、「法人番号」及び「代表者氏名」欄は、提出法人（通算親法人又は通算

 
 (新 設) 
 



改 正 後 改 正 前 
(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

(219 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(初葉)) 

親法人となる法人）が該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の法人名等を記載し、書類（次葉）の「法人名等」欄には、当

該提出法人の法人名等を記載してください。  

 標題は、提出する書類の該当する□にレ印を付してください。 

 「完全支配関係の区分」欄は、この書類を提出するに当たり該当する□にレ印を付してください。 

 上記１(2)のグループ通算制度への加入時期の特例の適用を受けようとする場合には、それぞれ次のとおり記載してください。なお、

「法人税法第 14 条第８項第１号に規定する「他の内国法人」」欄にレ印を付した通算子法人となる法人については、その通算子法人と

なる法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する内国法人でグループ通算制度への加入時期の特例の適用を受けるもの（以下

「加入時期特例適用法人」といいます。）と同様、特例を適用することとなります。 

イ 「加入日の前日の属する特例決算期間」欄は、通算子法人となる法人の加入日の前日の属する月次決算期間（会計期間をその開始

の日以後１月ごとに区分した各期間（最後に１月未満の期間を生じたときは、その１月未満の期間）をいいます。）又は会計期間（「法

人税法第 14 条第８項第１号に規定する「他の内国法人」」欄にレ印を付した通算子法人となる法人については、当該通算子法人とな

る法人に係る加入時期特例適用法人について提出されたこの書類（初葉）の「加入日の前日の属する特例決算期間」欄に記載された

期間）を記載してください。 

ロ 「加入日の前日から特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度」欄は、加入日の前日から「加入日の前日の

属する特例決算期間」欄に記載した期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度（法人税法第 14 条第８項の規定を適用す

るものとした場合における事業年度をいいます。）開始の日及び終了の日を記載してください。 

（注）記載欄が不足する場合は、適宜の様式に記載の上、別紙として添付してください。 

ハ 「通算子法人適用開始年度」欄は、通算子法人となる法人に係るグループ通算制度の適用を受ける最初の事業年度を記載してくだ

さい。 

  「発行済株式等の状況」欄は、必要事項を「付表 2（発行済株式等の状況）」に記載してこの書類に添付してください。 

  「法人税法第 14 条第８項第１号に規定する「他の内国法人」」欄については、通算子法人となる法人が、グループ通算制度への加入

時期の特例の適用を受ける内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人（加入日から当該内国法

人について提出されたこの書類（初葉）の「加入日の前日の属する特例決算期間」欄に記載された期間の末日までの間に通算親法人又

は通算親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなったものに限ります。）に該当する場合、□にレ印を付してください。 

 「税理士署名」欄は、この書類を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

 「※」欄は、記載しないでください。 

 

 

３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長等に

申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて

記載してください。 
 

 



完全支配関係を有することとなった旨を記載し

た書類及びグループ通算制度への加入時期の特

例を適用する旨を記載した書類 

e-Tax による申告の特例に係る届出書（次葉） 

法人名等 

 

１ 通算子法人となる法人が、法人税法第 64 条の 10 第１項の取りやめの承認を受けたことがある法人

である場合には、当該承認を受けた日 

通算子法人となる法人が、所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号。以下において

「令和２年改正法」という。）による改正前（以下において「令和２年改正前」という。）の法人税法

第４条の５第３項の取りやめの承認を受けたことがある法人である場合には、当該承認を受けた日 

通算子法人となる法人が、令和２年改正法附則第 29 条第２項の規定の適用を受けたことがある法

人である場合には、最終の連結事業年度終了の日 

平成・令和  年  月  日 

 ２ 通算子法人となる法人が、法人税法第 127 条第２項（青色申告の承認の取消し）の規定による通知

を受けたことがある法人又は同法第 128 条の規定により青色申告の取りやめの届出書を提出したこ

とがある法人である場合には、当該通知を受けた日又は当該届出書を提出した日 

   通算子法人となる法人が、令和２年改正前の法人税法第４条の５第１項の承認の取消しの処分を受

けたことがある法人である場合には、当該取消しの処分の日 

平成・令和  年  月  日 

３ 通算子法人となる法人が、法人税法第 64 条の 10 第６項第６号の事実（発行済株式又は出資を直接

又は間接に保有する通算子法人の破産手続開始の決定による解散に基因するものを除く。）が生じた

ことにより、同法第 64 条の９第１項の規定による承認の効力を失ったことがある法人である場合に

は、当該承認の効力を失った日並びに当該承認の効力を失った直前において当該通算子法人となる法

人の通算親法人であったものの名称及び納税地 

  通算子法人となる法人が、令和２年改正前の法人税法第４条の５第２項第５号の事実（発行済株式

又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因するものを

除く。）が生じたことにより、令和２年改正前の法人税法第４条の２の承認を取り消されたことがあ

る法人である場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該通算子法

人となる法人の連結親法人であったものの名称及び納税地 

平成・令和  年  月  日 

法人名等                 納税地                       

４ 通算子法人となる法人の帳簿組織の状況 

名

称

帳

簿

書

類

の

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

仕 訳 帳 

総 勘 定 元 帳 

売 上 帳 

仕 入 帳 

現 金 出 納 帳 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

売 掛 金 元 帳 

買 掛 金 元 帳 

棚 卸 表 

貸 借 対 照 表 

損 益 計 算 書 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

売 上 伝 票 

仕 入 伝 票 

振 替 伝 票 

見 積 書 

注 文 書 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

契 約 書 

納 品 書 

請 求 書 

領 収 書 

（ ） 

帳簿 

形態 

 記帳 

時期 

 

５ 添付書類   (1) 出資関係図   (2) グループ一覧 

６ その他参考事項（通算子法人となる法人の区分等） 

法人税法第 64 条の９第７項（設立事業年度等の承認申請特例）の適用を受ける場合で次のいずれ

かの法人に該当するときは、該当する□にレ印を付すとともに、通算子法人となる法人に係るグルー

プ通算制度の適用を受ける最初の事業年度 (以下「通算子法人最初通算事業年度」といいます。)を

記載してください。 

法 人 の 区 分：□ 時価評価法人（法人税法第 64 条の９第 10 項又は第 12 項） 

□ 関連法人（時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有

する通算子法人となる法人） 

通算子法人最初通算事業年度： 自 令和  年  月  日   至 令和  年  月  日 

 

（
規

格

Ａ

４

） 

加
入 

改 正 後 改 正 前 
(220 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(次葉)) 

(220 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(次葉)) 

   
 (新 設) 
 

 



改 正 後 改 正 前 
(220 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(次葉)) 

(220 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する 

旨を記載した書類(兼)e-Tax による申告の特例に係る届出書(次葉)) 

 

「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び 

グループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」 

「e-Tax による申告の特例に係る届出書」の記載要領(2) 

 

１ 「４ 通算子法人となる法人の帳簿組織の状況」欄は、備付け又は保存している帳簿書類が該当する□にレ印を付してください。また、

仕訳帳、総勘定元帳などの主な帳票について、「帳簿形態」欄は「帳簿記帳」、「伝票会計利用」、「コンピュータ利用」のように記載し、「記

帳時期」欄は「毎日」、「１週間ごと」、「10 日ごと」のように記載してください。 

２ 「５ 添付書類」欄は、この書類に添付した書類の番号を○で囲んでください。 

  また、出資関係図については、「グループ通算制度の承認の申請書（兼）e-Tax による申告の特例に係る届出書」の記載要領を参考にす

るとともに、以下のとおり同時期に完全支配関係を有することとなった法人を□で囲むなど、グループ通算制度へ加入することとなった

法人がどの法人であるか分かるように記載してください。 

 

令和 XX 年Ｘ月 XX 日現在   

    1 通算親法人     

㈱ Ａ 

      

 

100％ 

  

100％ 

  

80％ 

  

 
2 通算子法人 

 
3 通算子法人 

 

20％ 
6 通算子法人 

 
 

 

 ㈱ Ｂ  ㈱ Ｃ  ㈱ Ｆ   

       

100％  30％ 70％  100％  (凡例) 持株割合等 

    一連番号  

4 通算子法人 5 通算子法人 7 通算子法人 
 

 

 
親・子の表示 

㈱ Ｄ ㈱ Ｅ ㈱ Ｇ   法 人 名 

 
 
３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長等に

申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて

記載してください。 
 
 
  

 
 (新 設) 
 

 







































改 正 後 改 正 前 
(232 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 30 年４月 1 日以後終了連結事業年度分) (217 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 30 年４月 1 日以後終了連結事業年度分）) 

 
 
 

 
（同 左） 

 

納税地 

   

 

 

 
 第       号 
   
 年   月   日 
 
 税 務 署 長 
財 務事務官  

          ○印   

連結親

法人名 

 

代表者

氏 名 殿 

 

連結所得に対する法人税額等の      通知書及び加算税の賦課決定通知書 

 
自    年    月    日 
                連結事業年度分(   )の法人税について下記のとおり連結所得に対する 

   至    年    月    日  

法人税額等の       及び加算税の賦課決定をしたから通知します。 

記 

区            分 申告又は更正前の金額 更 正 又 は 決 定 の 金 額  

連 結 所 得 金 額 又 は 連 結 欠 損 金 額 1 円 円 

法 人 税 額 2   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 3   
連 結 納 税 の 承 認 を 取 り 消 さ れ た 場 合 等 に お け る 

既 に 控 除 さ れ た 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 加 算 額 
4   

土 地 譲 渡 利 益 金 
課税土地譲渡利益金額 5   

同 上 に 対 す る 税 額 6   

連 結 留 保 
課 税 連 結 留 保 金 額 7   

同 上 に 対 す る 税 額 8   

使 途 秘 匿 金 
使 途 秘 匿 金 額 9   

同 上 に 対 す る 税 額 10   

法 人 税 額 計 11   

外国関係会社等に係る個別控除対象所得税等相当額の控除額 

及び仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 
12 

  

控 除 所 得 税 額 等 13   

差 引 連 結 所 得 に 対 す る 法 人 税 額 14   

還 付 所 得 税 額 等 15   

連 結 欠 損 繰 戻 し 
還 付 金 額 16   

減 少 す る 還 付 加 算 金 17   

差 引 合 計 税 額 18   

既 に 納 付 の 確 定 し た 本 税 額 19   

差引納付すべき又は減少（－印）する法人税額 20   

同上のうち仮装経理に基づく

過大申告の更正に伴う 

還 付 法 人 税 額 21   

繰越控除される法人税額 22   

翌 期 へ 繰 り 越 す 連 結 欠 損 金 23   

 

この通知により納付すべき又は減少 
(－印)する税額 

 

賦課した加算税の額の計算明細 

区    分 加算税の基礎となる税額 加 算 税 の 額 

本 税 の 額 円 申 告
加 算 税 

賦課決定額 円 円 

無申告加算税  変 更 決 定 後 
の 賦 課 決 定 額 

  

過少申告加算税  
重 加 算 税 

賦課決定額   

重 加 算 税  変 更 決 定 後 
の 賦 課 決 定 額 

  

 

この通知書に係る処分は、              の職員の調査に基づいて行いました。 

  



改 正 後 改 正 前 
(232 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 30 年４月 1 日以後終了連結事業年度分) (217 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 30 年４月 1 日以後終了連結事業年度分）) 

  

 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年  月  日までに金融機関等（郵便局を含む。）又は当税務

署へ納付（注）してください。 

（注） 納付書表面にバーコードが表示されている場合は、コンビニエンスストアに納付を委託できます。 

利用可能なコンビニエンスストアについては、バーコードが表示されている納付書の裏面でご確認ください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算して納付してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条及び第１１９条） 

 

            ×          ×            

                                       ＝ 

 

                  ３６５ 

（注）１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額に１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で、以下のとおり適用することになります。 

① 平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間に対応する延滞税の割合  

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「前年の１１月３０日の日本銀行が定める基準割引率＋４％」 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」 

② 平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞税の割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「特例基準割合(※)＋１％」のいずれか低い割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「特例基準割合(※)＋７．３％」のいずれか低い割合 

       (※) 各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として 

各年の前年の１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますからご注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正等があったとき又は期限後申告書を提出している場合でその提出した

日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正等があったとき（偽りその他不正の行為により税金を免れ、又は還付を受けた法人に対する更正について

は、この特例の適用はありません。）（国税通則法第６１条第１項） 

② 期限内申告書又は期限後申告書を提出した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合（当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達

するまでの部分に限ります。）（国税通則法第６１条第２項） 

ただし、平成２９年１月１日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。 

③ 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

④ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

４ さきに、法人税法第８１条の２３又は同法第８１条の２４の規定により、申告書の提出期限の延長を受けている場合

は、その延長期間中は利子税がかりますので、本税等と併せて納付してください。 

５ この更正又は決定が、申告期限から１年を経過してされた場合で、その国税を一時に納付することができないと認めら

れるときは、原則として納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

６ 内容にご不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

 

 

納付すべき本税の額 

（注）１ 

期間（日数） 
（注）３ 

法定納期限の翌日 

から完納の日まで 

 

延滞税の額 

（注）４ 

 

延滞税の割合 

（注）２ 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年  月  日までに金融機関等（郵便局を含む。）又は当税務

署へ納付（注）してください。 

（注） 納付書表面にバーコードが表示されている場合は、コンビニエンスストアに納付を委託できます。 

利用可能なコンビニエンスストアについては、バーコードが表示されている納付書の裏面でご確認ください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算して納付してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条及び第１１９条） 

 

            ×          ×            

                                       ＝ 

 

                  ３６５ 

（注）１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額に１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で、以下のとおり適用することになります。 

① 平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間に対応する延滞税の割合  

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「前年の１１月３０日の日本銀行が定める基準割引率＋４％」 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」 

② 平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞税の割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「特例基準割合(※１)＋１％」のいずれか低い割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「特例基準割合(※１)＋７．３％」のいずれか低い割合 

       (※１) 各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として 

各年の前年の１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

  ③ 令和３年１月1日以後の期間に対応する延滞税の割合 

       ・ 納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「延滞税特例基準割合（※２）＋１％」のいずれか低い割合 

       ・ 納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「延滞税特例基準割合（※２）＋７．３％」のいずれか低い割合 

       （※２）各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として 

         各年の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますからご注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正等があったとき又は期限後申告書を提出している場合でその提出した

日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正等があったとき（偽りその他不正の行為により税金を免れ、又は還付を受けた法人に対する更正について

は、この特例の適用はありません。）（国税通則法第６１条第１項） 

② 期限内申告書又は期限後申告書を提出した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合（当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達

するまでの部分に限ります。）（国税通則法第６１条第２項） 

ただし、平成２９年１月１日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。 

③ 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

④ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

４ さきに、法人税法第８１条の２３又は同法第８１条の２４の規定により、申告書の提出期限の延長を受けている場合

は、その延長期間中は利子税がかりますので、本税等と併せて納付してください。 

５ この更正又は決定が、申告期限から１年を経過してされた場合で、その国税を一時に納付することができないと認めら

れるときは、原則として納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

６ 内容にご不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

 

 

納付すべき本税の額 

（注）１ 

期間（日数） 
（注）３ 

法定納期限の翌日 

から完納の日まで 

 

延滞税の額 

（注）４ 

 

延滞税の割合 

（注）２ 



改 正 後 改 正 前 
(233 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 31 年４月 1 日以後終了連結事業年度分) (218 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 31 年４月 1 日以後終了連結事業年度分）) 

 
 

 
（同 左） 

 

納税地 

   

 

 

 
 第       号 
   
 年   月   日 
 
 税 務 署 長 
財 務 事 務 官  

          ○印   

連結親 

法人名 

 

代表者 

氏 名 殿 

 

連結所得に対する法人税額等の      通知書及び加算税の賦課決定通知書 

 
自    年    月    日 
                連結事業年度分(   )の法人税について下記のとおり連結所得に対する 

   至    年    月    日  

法人税額等の       及び加算税の賦課決定をしたから通知します。 

記 

区            分 申告又は更正前の金額 更 正 又 は 決 定 の 金 額  

連 結 所 得 金 額 又 は 連 結 欠 損 金 額 1 円 円 

法 人 税 額 2   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 3   
連 結 納 税 の 承 認 を 取 り 消 さ れ た 場 合 等 に お け る 
既 に 控 除 さ れ た 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 加 算 額 4   

土 地 譲 渡 利 益 金 
課税土地譲渡利益金額 5   

同 上 に 対 す る 税 額 6   

連 結 留 保 
課 税 連 結 留 保 金 額 7   

同 上 に 対 す る 税 額 8   

使 途 秘 匿 金 
使 途 秘 匿 金 額 9   

同 上 に 対 す る 税 額 10   

法 人 税 額 計 11   

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除額  12   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 13   

控 除 所 得 税 額 等 14   

差 引 連 結 所 得 に 対 す る 法 人 税 額 15   

還 付 所 得 税 額 等 16   

連 結 欠 損 繰 戻 し 
還 付 金 額 17   

減 少 す る 還 付 加 算 金 18   

差 引 合 計 税 額 19   

既 に 納 付 の 確 定 し た 本 税 額 20   

差引納付すべき又は減少（－印）する法人税額 21   

同上のうち仮装経理に基づく

過大申告の更正に伴う 

還 付 法 人 税 額 22   

繰越控除される法人税額 23   

翌 期 へ 繰 り 越 す 連 結 欠 損 金 24   

 

この通知により納付すべき又は 
減少(－印)する税額 

 

賦 課 し た 加 算 税 の 額 の 計 算 明 細 

区    分 加算税の基礎となる税額 加 算 税 の 額 

本 税 の 額 
円 

 申 告
加 算 税 

賦課決定額 
円 

 
円 

 

無申告加算税  変 更 決 定 後 
の 賦 課 決 定 額 

  

過少申告加算税  
重 加 算 税 

賦課決定額   

重 加 算 税  変 更 決 定 後 
の 賦 課 決 定 額 

  

 

この通知書に係る処分は、              の職員の調査に基づいて行いました。 

  



改 正 後 改 正 前 
(233 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 31 年４月 1 日以後終了連結事業年度分) (218 連結所得に対する法人税等の通知書及び加算税の賦課決定通知書（平成 31 年４月 1 日以後終了連結事業年度分）) 

  

 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年  月  日までに金融機関等（郵便局を含む。）又は当税務署へ納付

（注）してください。 

（注） 納付書表面にバーコードが表示されている場合は、コンビニエンスストアに納付を委託できます。 

利用可能なコンビニエンスストアについては、バーコードが表示されている納付書の裏面でご確認ください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算して納付してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条及び第１１９条） 

 

            ×          ×            

                                       ＝ 

 

                  ３６５ 

（注）１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額に１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で、以下のとおり適用することになります。 

① 平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間に対応する延滞税の割合  

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「前年の１１月３０日の日本銀行が定める基準割引率＋４％」 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」 

② 平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞税の割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「特例基準割合(※)＋１％」のいずれか低い割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「特例基準割合(※)＋７．３％」のいずれか低い割合 

       (※) 各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前年の

１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますからご注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正等があったとき又は期限後申告書を提出している場合でその提出した

日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正等があったとき（偽りその他不正の行為により税金を免れ、又は還付を受けた法人に対する更正について

は、この特例の適用はありません。）（国税通則法第６１条第１項） 

② 期限内申告書又は期限後申告書を提出した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合（当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達

するまでの部分に限ります。）（国税通則法第６１条第２項） 

ただし、平成２９年１月１日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。 

③ 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

④ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

４ さきに、法人税法第８１条の２３又は同法第８１条の２４の規定により、申告書の提出期限の延長を受けている場合には、その延長期間中は利

子税がかりますので、本税等と併せて納付してください。 

５ この更正又は決定が、申告期限から１年を経過してされた場合で、その国税を一時に納付することができないと認められるときは、原則として

納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

６ 内容にご不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

 

 

納付すべき本税の額 

（注）１ 

期間（日数） 
（注）３ 

法定納期限の翌日 

から完納の日まで 

 

延滞税の額 

（注）４ 

 

延滞税の割合 

（注）２ 

１ 納付すべき税額は、同封の納付書により    年  月  日までに金融機関等（郵便局を含む。）又は当税務署へ納付

（注）してください。 

（注） 納付書表面にバーコードが表示されている場合は、コンビニエンスストアに納付を委託できます。 

利用可能なコンビニエンスストアについては、バーコードが表示されている納付書の裏面でご確認ください。 

２ 本税等と併せて納付すべき延滞税は、次の「延滞税の額の計算方法」により計算して納付してください。 

３ 延滞税の額の計算方法（国税通則法第６０条、第６１条、第１１８条及び第１１９条） 

 

            ×          ×            

                                       ＝ 

 

                  ３６５ 

（注）１ 本税の額が１０，０００円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。 

本税の額に１０，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算してください。 

２ 平成１２年１月１日以後の延滞税の割合は、年単位（１／１～１２／３１）で、以下のとおり適用することになります。 

① 平成１２年１月１日から平成２５年１２月３１日までの期間に対応する延滞税の割合  

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「前年の１１月３０日の日本銀行が定める基準割引率＋４％」 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」 

② 平成２６年１月１日以後の期間に対応する延滞税の割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「特例基準割合(※１)＋１％」のいずれか低い割合 

 ・  納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「特例基準割合(※１)＋７．３％」のいずれか低い割合 

       (※１) 各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として 

各年の前年の１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

  ③ 令和３年１月1日以後の期間に対応する延滞税の割合 

       ・ 納期限の翌日から２月を経過する日まで・・・ 年「７．３％」と「延滞税特例基準割合（※２）＋１％」のいずれか低い割合 

       ・ 納期限の翌日から２月を経過した日以後・・・ 年「１４．６％」と「延滞税特例基準割合（※２）＋７．３％」のいずれか低い割合 

       （※２）各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として 

         各年の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割合 

３ 次の場合には、延滞税の額の計算の基礎となる「期間（日数）」に特例が設けられていますからご注意ください。 

① 期限内申告書を提出している場合で確定申告期限から１年を経過した日以降に更正等があったとき又は期限後申告書を提出している場合でその提出した

日の翌日から起算して１年を経過した日以降に更正等があったとき（偽りその他不正の行為により税金を免れ、又は還付を受けた法人に対する更正について

は、この特例の適用はありません。）（国税通則法第６１条第１項） 

② 期限内申告書又は期限後申告書を提出した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合（当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達

するまでの部分に限ります。）（国税通則法第６１条第２項） 

ただし、平成２９年１月１日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。 

③ 欠損金の繰戻しに係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第１号） 

④ 期限後申告書に係る還付金の額が減少する場合（国税通則法施行令第２５条第３号） 

４ 延滞税の額が１，０００円未満の場合は、納付する必要はありません。 

延滞税の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨ててください。 

４ さきに、法人税法第８１条の２３又は同法第８１条の２４の規定により、申告書の提出期限の延長を受けている場合には、その延長期間中は利

子税がかりますので、本税等と併せて納付してください。 

５ この更正又は決定が、申告期限から１年を経過してされた場合で、その国税を一時に納付することができないと認められるときは、原則として

納期限内にされた申請により、１年以内の期間、納税の猶予が認められます。 

６ 内容にご不明な点がありましたら遠慮なく当税務署にお問い合わせください。 

 

 

納付すべき本税の額 

（注）１ 

期間（日数） 
（注）３ 

法定納期限の翌日 

から完納の日まで 

 

延滞税の額 

（注）４ 

 

延滞税の割合 

（注）２ 















































































































































改 正 後 改 正 前 
(316 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの

届出書) 

(305 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの

届出書) 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が  

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等  

 
１ 「所在地」、「名称」､「法人番号」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所得

税の納税地にある事務所等の所在地、名称、法人番号及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してください。 
なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏名を記載してく

ださい。 
２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び証明書番号をそ

れぞれの空欄に記載してください。 
３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第 304 条又は第 330 条に掲げる要件に該当しなくなったことの事情の詳

細を記載してください。 
４ 「税理士署名」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。 
 
５ 「※」欄は、記載しないでください。 
６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が  

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等  

 
１ 「所在地」、「名称」､「法人番号」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所得

税の納税地にある事務所等の所在地、名称、法人番号及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してください。 
なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏名を記載してく

ださい。 
２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び証明書番号をそ

れぞれの空欄に記載してください。 
３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第 304 条又は第 330 条に掲げる要件に該当しなくなったことの事情の詳

細を記載してください。 
４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してくだ

さい。 
５ 「※」欄は、記載しないでください。 
６ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 
 

 

 























































































































































改 正 後 改 正 前 
(383 勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書) (372 勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書) 

 
勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書の記載要領等  

 

１ 勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由の確認の申出制度について 

 この申出書は、租税特別措置法施行令第２条の 25 の２、第２条の 28 第１項又は第２条の 31 において準用する

第２条の 25 の２の規定により、勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄（以下「財形非課税貯蓄」といいます。）を払出

したり、又は解約する場合に、その払出しや解約が災害等の事由が生じたことによるものであることの確認を受け

るため、あなたの住所地の所轄税務署長に提出するものです。 
 なお、提出に当たっては、「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書（別

紙）」を併せて提出してください。 
（注）１ この申出書は、災害等の事由が生じた日から 11 月を経過する日までに提出する必要があります。 

２ この申出書に基づき、所轄税務署にて災害等の事由が生じたことが確認された場合には、所轄税
務署長から「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書」
（以下「確認通知書」といいます。）が交付されます。 

３ 所轄税務署長から交付を受けた「確認通知書」を財形非課税貯蓄の受入機関の営業所等に提出し、災害等
の事由が生じた日から１年を経過する日までに財形非課税貯蓄の払出し等を行った場合には、その払出し等
をする日に支払われる財産非課税貯蓄に係る利子等及び同日前５年以内に支払われた財形非課税貯蓄に係
る利子等については所得税及び個人住民税が課税されません。 

 
２ 各欄の記載方法 

 ⑴ 「住所」及び「氏名」の各欄には、あなたの住所及び氏名を記載してください。 
 ⑵ 「賃金の支払者」欄には、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した給与等の支払者を記載してください。 
 ⑶ 「勤務先」欄には、賃金の支払者の事務所、事務所その他これらに準ずるもののうち、現に勤務している先を記

載してください（「賃金の支払者」と同じである場合には、記載を省略して差し支えありません。）。 
 ⑷ 「事務代行先」欄には、事務代行団体に財形非課税貯蓄契約に係る事務の委託をしている場合におけるその事務

代行団体の事務所その他のこれらに準ずるものを記載してください。 
 ⑸ 「受入機関の営業所等」欄には、財形非課税貯蓄契約を締結している金融機関、証券会社、生命保険会社、損害

保険会社及び農業協同組合等の営業所を記載してください。 
 ⑹ 「その他参考となるべき事項」欄には、財形非課税貯蓄契約を締結した年月日及び契約者番号（口座番号又は証

券番号等）を記載してください。 
 ⑺ 「災害等の事由」欄には、該当する災害等の事由の□にレ印を記載してください（災害等の事由の詳細について

は、「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書（別紙）」に記載してくださ

い。）。 
 ⑻ 「災害等の事由の生じた年月日」欄には、上記⑺でチェックした災害等の事由が生じた年月日を記載してくださ

い。 
  （注）災害等の事由のうち、②「２号該当」（医療費の金額の合計額が 200 万円超）の事由に該当する場合には、

その年中に支払った医療費について合計額で 200 万円を超えた日（領収書の日付）を記載してください。 
なお、支払った医療費が保険金等によって補塡される場合で、支払った医療費から保険金等の確定額を控除

した残額が 200 万円を超えるときは、その補塡される保険金等の額が確定した日を記載することになります。 
 ⑼ 「添付書類の名称」欄には、下記３の添付書類の種類に応じて添付した書類の名称を記載してください。 
 ⑽ 「税理士署名」欄には、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名してくださ

い。 
 ⑾ 「※」欄は、記載しないでください。 

 

 （以下省略） 

 
勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書の記載要領等  

 

１ 勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由の確認の申出制度について 

 この申出書は、租税特別措置法施行令第２条の 25 の２、第２条の 28 第１項又は第２条の 31 において準用する

第２条の 25 の２の規定により、勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄（以下「財形非課税貯蓄」といいます。）を払出

したり、又は解約する場合に、その払出しや解約が災害等の事由が生じたことによるものであることの確認を受け

るため、あなたの住所地の所轄税務署長に提出するものです。 
 なお、提出に当たっては、「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書（別

紙）」を併せて提出してください。 
（注）１ この申出書は、災害等の事由が生じた日から 11 月を経過する日までに提出する必要があります。 

２ この申出書に基づき、所轄税務署にて災害等の事由が生じたことが確認された場合には、所轄税
務署長から「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書」
（以下「確認通知書」といいます。）が交付されます。 

３ 所轄税務署長から交付を受けた「確認通知書」を財形非課税貯蓄の受入機関の営業所等に提出し、災害等
の事由が生じた日から１年を経過する日までに財形非課税貯蓄の払出し等を行った場合には、その払出し等
をする日に支払われる財産非課税貯蓄に係る利子等及び同日前５年以内に支払われた財形非課税貯蓄に係
る利子等については所得税及び個人住民税が課税されません。 

 
２ 各欄の記載方法 

 ⑴ 「住所」及び「氏名」の各欄には、あなたの住所及び氏名を記載してください。 
 ⑵ 「賃金の支払者」欄には、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した給与等の支払者を記載してください。 
 ⑶ 「勤務先」欄には、賃金の支払者の事務所、事務所その他これらに準ずるもののうち、現に勤務している先を記

載してください（「賃金の支払者」と同じである場合には、記載を省略して差し支えありません。）。 
 ⑷ 「事務代行先」欄には、事務代行団体に財形非課税貯蓄契約に係る事務の委託をしている場合におけるその事務

代行団体の事務所その他のこれらに準ずるものを記載してください。 
 ⑸ 「受入機関の営業所等」欄には、財形非課税貯蓄契約を締結している金融機関、証券会社、生命保険会社、損害

保険会社及び農業協同組合等の営業所を記載してください。 
 ⑹ 「その他参考となるべき事項」欄には、財形非課税貯蓄契約を締結した年月日及び契約者番号（口座番号又は証

券番号等）を記載してください。 
 ⑺ 「災害等の事由」欄には、該当する災害等の事由の□にレ印を記載してください（災害等の事由の詳細について

は、「勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書（別紙）」に記載してくださ

い。）。 
 ⑻ 「災害等の事由の生じた年月日」欄には、上記⑺でチェックした災害等の事由が生じた年月日を記載してくださ

い。 
  （注）災害等の事由のうち、②「２号該当」（医療費の金額の合計額が 200 万円超）の事由に該当する場合には、

その年中に支払った医療費について合計額で 200 万円を超えた日（領収書の日付）を記載してください。 
なお、支払った医療費が保険金等によって補塡される場合で、支払った医療費から保険金等の確定額を控除

した残額が 200 万円を超えるときは、その補塡される保険金等の額が確定した日を記載することになります。 
 ⑼ 「添付書類の名称」欄には、下記３の添付書類の種類に応じて添付した書類の名称を記載してください。 
 ⑽ 「税理士署名押印」欄には、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印し

てください。 
 ⑾ 「※」欄は、記載しないでください。 

 
 （同 左） 

 
























































